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商
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言主
じと〉

漁

業

家

化

~巳

菅

野

来日

太

耳E

185-94頁

徳
川
時
代
の
中
期
以
後
我
園
の
経
済
は
商
業
資
本
主
義
の
色
彩
を
帯
び
、
商
人
資
本
が
鱒
ぺ
て
の
艦
梼
活
動
を

支
配
す
る
ニ
さ
じ
な
っ
た
。
士
農
工
商
の
階
扱
制
度
は
徳
川
の
初
期
に
確
立
さ
れ
た
が
、
世
の
中
山
か
高
事
貨
幣
を

基
幹
ざ
し
て
支
配
せ
ら
れ
る
に
従
ひ
、
其
の
階
級
原
別
の
維
持
も
漸
衣
岡
難
ぜ
な
b
、
最
下
級
の
階
級
じ
あ
っ

た
、
否
な
枇
舎
の
無
用
階
較
さ
迄
考
へ
ら
れ
た
町
人
が
膿
て
其
の
金
力
に
よ
っ
て
撞
頭
し
、
終
に
は
他
の
階
粧
を

支
配
す
る
さ
い
ふ
が
如
き
形
勢
逆
轄
の
世
ぜ
な
っ
た
。
而
し
て
町
人
階
艇
が
貫
質
上
枇
舎
の
支
配
者
階
級
ぜ
な
っ

た
結
果
さ
し
て
、
他
の
階
級
に
属
し
た
人
々
の
町
人
化
す
る
こ
さ
が
盛
に
な
っ
て
来
化
。
郎
も
最
上
棋
の
浪
士
も
、

有
用
階
級
ざ
し
て
世
舎
よ
り
重
要
視
さ
れ
党
農
民
も
、
其
の
生
活
困
難
等
の
原
因
よ
・
り
し
て
、
商
人
化
す
る
こ
さ

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

説

JI1r 
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商
人
の
漁
業
家
化

第
三
十
巻

七
五

苑

か
く
の
如
く
他
の
階
粧
の
町
人
化
が
後
生
す
る
ご
同
時
に
、
緯
ぺ
て
の
経
済
活
動
が
商
人
に
よ
っ
て
指
護
経
営

さ
れ
る
こ
さ
じ
な
っ
た
。
即
も
商
人
責
本
が
利
用
さ
れ

F

き
れ
ば
、
組
ぺ
て
の
経
済
活
動
が
行
は
れ
な
い
有
様
ぜ
な

っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
生
産
活
動
も
消
費
活
動
も
緯
ぺ
て
商
人
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
れ
る
こ
さ
.
に
な
っ

た
。
今
其
の
生
産
活
動
殊
に
農
業
に
就
い
て
見
る
に
、
農
民
は
諸
藩
主
の
苛
欽
誌
求
に
よ
り
、
又
其
の
生
活
向
上

じ
よ
り
て
、
漸
次
生
活
困
難
を
来
し
、
殊
に
徳
川
の
中
期
以
後
キ
年
に
於
て
も
手
よ
り
口
へ
ど
い
ふ
が
如
き
生
活
を

逸
ら
ぎ
る
を
得
ざ
る
服
鵠
で
、
若
し
凶
作
其
他
の
災
難
が
費
生
す
れ
ぽ
、
忽
に
し
て
其
の
生
活
営
支
持
す
る
が
た

め
に
は

b

是
非
共
官
布
の
村
民
叉
は
町
人
よ
り
借
財
サ
f
d
ろ
を
持
Y
る
端
日
に
附
h
J
、
而
か
ち
其
の
返
憐
期
日
に

こ
れ
を
返
納
し
得
ざ
る
時
仁
は
、
巳
む
を
得
や
其
の
捨
保
さ
せ
る
土
地
を
提
供
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
町
人

が
地
主
さ
な
る
ニ
さ
に
な
っ
た
。
而
し
て
又
新
田
の
開
墾
ご
い
ふ
が
加
当
『
大
費
本
を
要
す
る
事
業
も
、
彼
等
農
民

の
到
底
之
を
遼
行
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
め
、
町
人
が
新
聞
を
開
墾
し
て
大
地
主
乏
な
る
こ
ぎ
が
殺
生
し

て
来
た
。
郎
も
之
れ
町
人
請
負
新
固
さ
耕
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
実
の
願
著
な
る
例
は
補
地
屋
の
河
内
新
聞
に
於
て

之
を
見
る
こ
さ
が
出
来
る
国
か
く
の
如
き
経
過
を
経
て
町
人
が
地
主
殊
に
大
地
主
さ
な
っ
て
、
農
業
活
動
を
支
配

す
る
こ
さ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
町
人
が
大
地
主
さ
化
し
た
最
も
頴
著
な
る
例
は
、
之
れ
を
酒
田
の
本
間
家
に

於
て
見
る
こ
さ
が
出
来
る
。
本
間
家
は
始
め
は
商
人
で
あ
っ
て
、
酒
田
さ
大
阪
さ
の
聞
を
往
復
し
て
、
庄
内
、
最

上
、
秋
田
の
三
大
卒
野
に
於
て
産
出
さ
れ
た
原
料
品
若
く
は
粗
製
々
遺
品
を
大
阪
へ
販
責
し
、
其
の
蹄
航
に
は
大

阪
の
精
製
品
を
積
込
ん
で
、
三
大
卒
野
に
販
貰
し
‘
以
て
巨
富
を
克
も
得
、
箕
の
擁
し
た
る
責
本
を
以
て
、
漸
宍

土
地
を
獲
得
し
て
、
終
に
十
四
高
石
の
領
内
に
於
け
る
二
十
四
高
石
の
大
地
主
さ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本庄博士、近世吋建枇舎の肝究 183-4頁
白柳秀湖、日本経済草命奥 268-9頁

2) 
3) 



商
人
費
本
が
生
産
活
動
上
仁
一
於
て
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
こ
さ
は
、
之
を
唯
農
業
に
就
い
て
の
み
観
察
し
允

の
で
ゐ
る
が
、
か
、
る
版
態
は
、
他
の
生
産
活
動
即
ち
工
業
、
漁
業
方
面
に
於
て
ち
容
易
に
之
を
見
る
こ
ご
が
出
来

る
。
即
ち
商
人
が
漸
次
大
資
本
を
要
す
る
工
業
の
製
造
工
業
家
ぜ
な
り
、
大
規
模
の
漁
業
に
あ
ち
で
は
其
の
漁
業

家
さ
化
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
商
人
の
漁
業
家
化
の
顛
著
な
る
事
例
は
、
之
を
北
海
道
の
場
所
請
負
に
於
て
見

る
こ
ご
が
出
来
る
の
今
北
海
道
の
場
所
請
負
を
窺
っ
て
、
商
人
の
拙
刷
業
家
化
の
駆
過
な
究
め
、
以
て
商
業
資
本
主

義
の
後
生
及
び
其
の
賦
態
の
一
端
を
明
に
し
よ
う
。
(
商
人
の
工
業
家
化
の
問
題
も
亦
他
日
窺
ふ
こ
芯
に
し
よ
う
)

圃 E

圃ー

北
海
道
の
知
行
制
度

場
所
詰
負
の
制
度
を
明
に
す
る
が
た
め
じ
は
、
先
、
つ
以
て
奮
幕
時
代
仁
於
け
る
北
海
道
の
知
行
制
度
を
明
仁
し

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
海
道
は
い
ふ
迄
も
な
〈
奮
幕
時
代
は
松
前
侯
の
領
し
た
露
で
あ
る
が
、
同
地
に
は
米
を
産

し
な
か
っ
た
、
め
、
業
の
知
行
制
度
も
自
ら
他
さ
異
ら
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
町
も
蝦
夷
地
を
数
多
-
の
場
所
に
匝

劃
し
て
之
を
帯
士
じ
給
し
、
或
は
和
人
地
の
渉
部
を
割
い
て
之
を
給
し
、
業
他
鮭
場
、
鷹
場
等
を
給
興
し
た
の
で
あ

る
。
而
し
て
給
地
を
有
す
る
者
は
之
を
支
配
所
持
或
は
場
所
持
さ
帯
し
、
一
般
に
切
米
取
よ
h
ノ
も
等
敬
せ
ら
れ
た
。

松
前
侯
の
藩
土
中
に
は
給
地
を
有
せ
や
し
て
票
米
を
給
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
て
、
之
を
切
米
取
ご
精
し
た
の

で
あ
る
が
、
藩
士
の
増
加
す
る
に
従
ひ
、
之
仁
給
す
べ
き
土
地
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
め
、
切
米
取
は
漸
衣
増
加

し
、
藩
士
の
過
字
数
は
切
米
扶
持
の
者
で
ゐ
っ
た
じ

藩
士
に
給
す
ぺ
き
又
藩
主
の
直
領
た
る
ぺ
き
蝦
夷
地
の
場
所
を
何
時
頃
設
定
し
た
か
は
明
白
で
な
い
が
、
其
の

商
人
白
糠
業
家
化
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説

苑

商
人
白
漁
業
家
化
・

第
三
十
巻

七
五
回

第
五
減

四

大
部
分
は
慶
長
年
聞
に
匡
劃
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
其
後
松
前
侯
の
勢
力
の
伸
張
す
る
に
従
ひ
、
新
に
聞
か
れ

た
場
所
も
漸
失
増
加
し
、
寛
政
の
頃
に
於
て
は
其
の
教
は
西
蝦
夷
地
四
十
二
箇
所
、
東
蝦
夷
地
四
十
三
筒
所
合
計

八
十
五
箇
所
に
蓮
し
た
。
市
し
て
此
等
は
所
調
夏
商
場
で
あ
っ
て
叫
其
の
場
所
の
出
演
棋
は
一
定
し
て
居
ら
や
、
其

の
一
場
所
古
橋
す
る
も
の
は
、
日
蝦
夷
地
で
は
概
ね
今
の
一
郡
に
相
官
し
た
も
の
も
あ
り
、
又
之
よ
り
狭
小
な
る

も
の
も
あ
っ
た
が
、
奥
蝦
夷
地
で
は
慨
ね
今
の
一
郡
乃
至
一
闘
に
相
官
し
た
。

藩
士
が
給
地
に
於
て
有
し
た
樺
利
は
甚
だ
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
和
人
地
に
於
て
は
其
の
人
民
を
支
配
し
、

蝦
夷
地
で
は
蝦
夷
さ
交
換
す
る
ニ
ざ
を
許
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
其
の
場
所
に
於
り
る
漁
業
権
等
は

藩
主
の
権
利
仁
属
し
た
、
め
、
藩
主
よ
h
特
に
許
可
セ
得
な
け
れ
ば
、
知
行
主
は
漁
業
に
従
事
す
る
こ
之
を
得
な

か
っ
た
ι

剖
も
知
行
主
は
唯
業
の
支
配
す
る
場
所
仁
交
易
所
を
建
て
一
、
、
毎
年
舶
を
遣
は
し
蝦
夷
さ
安
換
し
て
利

盆
を
皐
げ
た
に
過
ぎ
な
hr
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
知
行
主
は
葉
の
場
所
に
於
て
交
換
に
従
事
し
得
る
特
権

を
享
有
し
て
、
其
の
交
換
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
元
来
か
、
る
交
換
に
不
慣
の
知
行
主
は
自
ら
其
の
場

所
へ
赴
く
こ
さ
は
比
較
的
少
く
、
多
く
の
場
合
代
理
者
を
遣
し
た
。
市
し
て
業
の
知
行
主
の
差
遣
さ
る
舶
は
皆
一
二

百
石
内
外
の
縄
韻
舶
で
、
到
る
慮
小
港
漕
に
容
易
に
避
難
し
得
る
が
如
く
に
建
造
さ
れ
た
。
舶
教
は
藩
主
の
直
領

に
遣
さ
れ
る
も
の
は
一
定
し
な
か
っ
た
が
、
藩
士
の
場
所
に
遣
さ
れ
る
も
の
に
は
制
限
が
あ
っ
て
、
毎
年
一
場
所

夏
舶
一
一
眼
ざ
定
め
ら
れ
た
。
併
し
其
後
海
産
物
の
牧
獲
が
増
加
し
て
、
一
舶
じ
積
載
し
得
な
い
場
所
も
費
生
し
た

、
め
、
更
に
新
漁
業
を
興
し
た
さ
の
名
義
を
以
て
、
知
行
主
よ
り
藩
主
に
出
願
し
、
之
に
罰
し
て
運
上
令
-
を
納
め

て
、
ニ
舶
三
舶
を
遣
す
こ
さ
が
出
来
た
出
而
し
て
蝦
夷
マ
」
交
換
し
て
得
た
る
貨
物
を
以
て
、
更
に
知
行
主
は
他
国

書、 419頁
書、 126頁
書、 123-4頁
書、 126-7頁
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同
国
周
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商
人
さ
交
換
す
る
の
で
ゐ
っ
て
、
全
く
竿
士
竿
商
の
有
様
で
ゐ
っ
た
。
然
る
に
竿
士
牢
商
の
如
き
生
活
は
全
然
商

人
な
ら
ぬ
藩
士
に
取
り
て
合
理
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
、
め
、
其
の
自
然
の
結
果
ざ
し
て
、
交
換
に
閲
す
る
業
務

を
商
人
に
委
託
せ
ざ
る
を
得
ぎ
る
こ
さ
に
な
っ
て
、
蕊
仁
場
所
請
負
さ
い
ふ
制
度
が
後
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

4
0

。

一一一

場
所
請
官
一
の
資
生

松
前
藩
の
藩
士
は
扶
持
米
の
代
り
に
場
所
が
給
せ
ら
れ
、

並
(
の
場
所
に
於
げ
る
蝦
夷
ぎ
の
交
換
に
よ
り
て
其

の
生
活
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
が
、
松
前
知
践
の
治
世
の
岡
山
か
ら
場
所
知
行
主
は
商
人
に
或
の
場
所
な
請
負
は
し

む
る
こ
さ
に
な
り
U

邦
康
、
資
庚
の
頃
に
は
殆
ん
J

」
全
部
の
場
所
が
商
人
に
よ
り
て
請
負
は
れ
る
こ
さ
に
な
っ
た
国

然
ら
ば
何
故
各
地
行
主
は
其
の
場
所
を
商
人
に
請
負
は
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
其
の
原
悶
の
第
一

は
、
商
人
に
請
負
し
む
る
方
が
知
行
主
に
取
り
て
有
利
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
る
c

彼
等
知
行
主
は
元
来
竿
士
竿

商
の
生
活
を
透
っ
た
さ
は
い
へ
、
商
業
を
専
に
す
る
商
人
に
比
す
れ
ぽ
、
蝦
夷
さ
交
換
す
る
上
に
於
て
は
、
申
す

迄

h
な
く
其
の
及
ぶ
ざ
こ
ろ
で
な
か
っ
た
。
始
め
は
未
だ
大
商
人
も
な
く
、
従
っ
て
又
商
人
の
資
カ
も
夫
程
利
用

さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
、
め
、
知
行
主
は
自
己
の
計
算
仁
於
て
場
所
を
樫
替
し
た
が
、
漸
次
大
商
人
が
輩
出
す

る
に
従
ひ
、
殊
に
管
利
に
機
敏
な
る
商
人
に
其
の
場
所
を
請
負
は
し
む
れ
ば
、
還
に
有
利
に
蝦
夷

ε交
換
す
る
こ

さ
を
得
、
従
っ
て
又
知
行
主
は
何
等
納
骨
す
る
こ
さ
な
〈
し
て
、
多
大
の
収
入
を
暴
げ
る
こ
さ
が
出
来
た
、
め
、
商

人
を
場
所
請
負
人
ご
な
し
て
、
場
所
交
日
却
を
商
人
に
託
し
、
其
の
代
り
そ
れ
よ
り
運
上
金
を
徴
牧
す
る
こ
さ
に
し

設
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三
十
巻

四

七
五
五

第
五
競

手唱
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説

第
三
十
巻

四
四

;9s 

商
人
の
漁
業
家
化

第
五
時
抗

七
五
大

?と
第
二
仁
場
所
請
負
を
後
生
せ
し
め
た
原
因
は
、
知
行
主
が
商
人
仁
負
ひ
わ
い
る
債
務
の
野
崎
明
方
法
ざ
し
て
、
場
所

安
易
を
商
人
じ
委
託
せ
し
め
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
こ
さ
で
あ
る
。
松
前
の
藩
士
は
元
来
年
士
竿
商
の
生
活
を

設
h
J
、
錨
妹
の
利
を
捕
す
ふ
耕
果
ぜ
し
て
、
浮
薄
の
気
風
に
間
然
申
」
染
h
u

こ
ぜ
に
な
っ
た
。
殊
に
宜
(
の
場
所
-
安
易
を

商
人
に
請
負
は
し
め
て
よ
り
以
来
、
其
の
運
上
金
に
よ
る
牧
入
に
よ
ち
て
、
業
の
生
活
に
骨
格
を
来
し
、
業
の
結
果

ざ
し
て
斉
修
医
蕩
に
日
を
法
h
ノ
、
士
風
は
会
〈
頼
敗
す
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
其
後
商
人
ぎ
の
閥
係
ド
親
密
に
な

る
に
従
ひ
、
其
の
放
逸
な
る
生
活
を
法
る
に
必
要
な
ゐ
金
銭
を
商
人
よ
り
借
り
る
こ
ぜ
に
な
っ
化
。
索
」
h/
商
才

仁
長
じ
た
る
藩
士
等
は
業
の
家
計
の
困
窮
を
救
ふ
た
め
に
、
例
へ
ば
其
の
家
、
を
商
人
ド
貸
し
て
、
身
は
裏
住
居
す

る
こ
ご
が
費
生
し
む
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
に
就
い
て
「
快
風
船
捗
海
紀
事
し
に
、
『
松
前
家
中
侍
屍
敷
さ
て
別
に
は
な

〈
、
町
家
の
裏
に
家
作
し
て
居
る
、
表
は
た
な
を
町
人
じ
か
す
、
然
れ
ば
侍
屋
敷
を
町
家
に
す
る
な
り
」
さ
記
遇
さ
れ

て
居
る
。
或
は
又
比
較
的
資
力
の
あ
る
藩
士
は
、
手
代
の
名
を
以
て
庇
舗
を
聞
き
、
若
く
は
商
人
さ
組
合
ひ
て
商

業
を
轡
み
、
以
て
其
の
家
計
の
不
足
を
補
ふ
た
。
更
に
場
所
持
の
蒋
士
の
中
に
は
、
自
ら
其
の
知
行
場
所
に
魁

き
、
場
所
請
負
人
さ
共
に
管
利
に
従
事
せ
る
も
の
も
あ
一
っ
た
。
併
し
乍
ら
他
方
に
於
て
は
業
の
握
惰
な
る
生
活
が

盆
々
増
長
し
た
結
果
、
諸
藩
士
は
結
局
其
の
出
入
の
商
人
よ
り
借
財
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
こ
さ
じ
な
り
て
、
会
く
主

の
生
活
は
商
人
に
よ
り
て
左
右
さ
れ
る
こ
さ
、
な
っ
た
凶
営
時
松
前
の
藩
士
の
風
紀
が
如
何
に
頬
敗
し
て
居
士
か

は
、
「
地
北
寓
談
」
の
記
事
に
よ
り
て
之
を
想
像
す
る
こ
さ
が
出
来
る
。
却
も
日
く
『
我
つ
ら
/
1
家
士
共
の
膿
た

ら
く
を
見
る
仁
、
概
し
て
惰
弱
の
い
た
す
所
ざ
い
ふ
ぺ
し
。
己
か
秩
械
を
ば
買
人
に
あ
た
へ
置
で
、
其
供
す
る
ま

書、含79-82貰同4) 



、
、
に
生
を
透
ゐ
が
故

ι
、
家
事
を
知
ら
や
、
他
邦
の
買
人
ぜ
の
み
交
る
が
故
に
、
人
情
浮
薄
な
h
ノ
。
身
に
美
服
を

か
ゴ
b
、
口
佳
肴
じ
飽
て
.
日
夜
酪
慨
嘆
じ
ふ
け
り
、
妓
舘
に
出
入
す
る
こ
さ
は
固
く
禁
や
さ
躍
も
、
下
士
は
時
さ

な
く
こ
、
に
沈
洞
し
、
上
士
は
家
に
在
て
便
債
を
近
づ
け
、
酒
色
に
ふ
け
り
、
あ
る
は
基
含
閏
み
、
殺
を
命
じ
て

遊
興
に
の
み
生
を
送
る
が
故
に
、
武
夫
の
英
気
は
あ
り
さ
も
見
え
や
』
ざ
と
而
し
て
場
所
持
の
藩
士
は
結
局
其
の

借
財
を
支
榔
ひ
得
『
ざ
る
が
た
め
に
、
絡
に
業
の
場
所
生
債
権
者
た
る
商
人
に
請
負
は
し
め
、
以
て
其
の
運
上
金
に

よ
り
て
共
の
債
務
ぞ
相
殺
決
算
す
る
こ
さ
に
し
た
。
か
く
し
て
始
め
は
、
貸
借
干
係
ざ
何
等
閥
係
な
く
し
て
、
場

所
請
負
を
成
立
せ
し
も
、
後
に
は
殆
ん
ざ
其
の
貸
借
干
係
よ
り
場
所
請
負
を
侍
儀
な
く
後
生
せ
し
む
る
こ
ご
仁
な

っ
た
の
で
あ
る
。

今
貸
借
子
係
よ
り
場
所
請
負
を
生
じ
た
る
一
二
の
事
例
を
蕊
に
引
謹
し
よ
う
。
上
夷
地
茂
入
場
所
は
家
中
古
田

家
の
支
配
所
で
、
古
田
家
は
始
め
村
山
久
左
衛
門
を
し
て
請
負
は
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
業
の
貸
借
干
係
の
決
擦

を
完
う
し
得
ぎ
る
た
め
、
吉
田
家
に
取
り
で
は
有
利
に
請
負
は
ん
ぎ
す
る
西
川
家
よ
ち
其
の
矯
務
を
借
替
え
る
こ

さ
に
し
、
同
時
に
西
川
家
を
其
の
場
所
請
負
人
ご
す
る
こ
さ
に
し
た
。
其
の
際
古
田
家
よ
り
提
供
さ
れ
た
る
語
文

は
弐
の
如
〈
で
あ
る

M

『

詮

文
一
文
小
列
八
拾
九
雨
参
歩
正

銀
七
百
六
拾
四
文

但
し
村
山
久
左
衛
門
方
へ
疫
金
柑
渡
し
金
也

右
之
金
子
唯
今
世
に
請
取
申
所
寅
正
也
然
る
上
者
拙
者
支
配
所
上
夷
地
も
い
り
商
場
来
る
午
の
年
'S
貴
殿
方
へ
相
渡
し
申
所
貰
正
也
允
運
上
金

之

事

但
し
遁
用
七
匁
式
分

金
安
歩
に
付
大
拾
六
文

1説

第
三
十
巻

?s 

商
人
目
潟
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家
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五
就

七
五
七

四
五
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設

商
人
の
漁
業
家
化

第
三
十
巻

苑

之
儀
は
追
而
相
定
可
申
候
免
後
日
之
勿
謹
女
知
件

寛
延
二
年
巳
八
月
五
日

古
田
右
市
代
理

氏

家

西

偉

-文

様

~~ 

}II 

七
五
入

善

毛穴

第
五
時
嗣

右

衛

四
ノ、

F守

』ョ

藩
主
松
前
侯
も
藩
士
ご
同
様
じ
財
政
窮
乏
の
一
結
果
、
諸
富
豪
よ
り

E
額
の
負
債
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
結

局
ぞ
れ
守
償
却
し
得
な
か
っ
た
町
、
め
に
、
例
へ
ば
安
永
三
年
飛
騨
屋
久
兵
衛
に
其
の
務
借
五
千
四
百
雨
の
引
営

ざ
し
て
檎
朝
、
厚
岸
、
一
案
多
布
、
開
後
の
四
場
所
を
ニ
十
ヶ
年
間
請
負
は
し
め
、
又
安
永
四
年
藩
債
二
千
八
百
五

十
両
の
引
皆
さ

L
て
同
氏
じ
宗
谷
場
所
伝
十
王
子
年
間
甜
負
は
し
め
、
更
仁
江
戸
の
商
人
小
林
産
指
九
郎
に
撲
の

E
額
の
負
債
の
た
め
に
、
天
明
元
年
よ
り
二
十
ヶ
年
間
石
狩
場
所
を
請
負
は
し
め
た
。

商
人
は
、
場
所
を
請
負
へ
ば
、
請
負
期
限
、
運
上
金
等
を
定
め
て
、
知
行
主
さ
相
互
に
詩
書
を
取
替
は
し
た
の

で
あ
る
が
、
ふ
I
古
田
家
ご
西
川
家
ご
の
閉
じ
取
替
は
さ
れ
た
謹
書
を
左
に
示

?
7
0
西
川
家
は
古
岡
家
よ
り
寛
延

二
年
よ
り
其
の
茂
入
場
所
を
請
負
っ
た
の
で
め
る
が
、
寛
政
八
年
に
其
の
請
負
を
繊
槙
す
る
た
め
に
、
古
田
家
へ

提
出
し
た
ぎ
こ
ろ

ι謹
書
は
衣
の
如
く
で
あ
る
凶

『

設

丈

D

事

一
御
支
配
所
上
蝦
夷
地
も
い
れ
夏
商
御
場
所
来
る
巳
年
k
寅
年
迄
拾
ヶ
年
間
御
極
め
放
下
置
難
有
仕
合
に
奉
存
候
依
而
御
運
上
金
之
外
鴛
御
週

金
一
ヶ
年
に
小
剣
九
拾
雨
宛
蜘
月
限
御
目
録
表
に
て
草
川
引
上
納
可
仕
候
震
後
日
之
依
而
詩
文
如
件

男子精

寛
政
八
年
辰
六
月
十
二
日

右

衛八 衣

門

I'p I'p I'p 
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古

丞

柴

之

様

回

西

)11 

停

右

衛

門

代

島=

此
の
読
文
中
に
記
さ
れ
て
居
る
如
く
、
請
負
人
は
運
上
金
の
外
に
御
鵡
金
ど
講
す
る
も
の
を
知
行
主
に
提
供
す

る
義
務
が
あ
一
っ
た
。
更
に
知
行
主
の
賄
料
さ
し
て
場
所
の
産
物
を
差
荷
(
指
荷
)
ぜ
」
溝
し
て
若
干
納
付
す
る
の
義
務

の
め
っ
た
こ
さ
は
、
左
の
読
書
に
よ
り
て
明
で
あ
る
。

『

費
一
一
外
割
俳
武
百
拾
束

右
は
御
支
副
所
も
い
れ
蝦
夷
う
む
し
ゃ
僻
に
而
毎
年
夏
般
上
着
之
瑚
御
屋
敷
へ
芸
出
可
申
候

西
川
家
よ
り
提
供
し
た
る
此
等
の
謹
書
に
封
し
、
古
田
家
も
西
川
家
に
封
し
究
の
如
き
読
書
を
渡
し
た
。

『

費
一
於
蝦
夷
地
御
公
儀
御
法
度
堅
相
守
可
申
候

一
よ
蝦
夷
地
支
問
所
も
い
れ
夏
商
場
来
る
己
の
年
8
寅
年
迄
拾
ヶ
年
間
運
上
金
都
合
小
剣
千
六
百
雨
一
ヶ
年
に
小
剣
百
六
拾
雨
宛
年
々
詩
取
候

慮
相
遺
無
之
候

一
指
荷
之
儀
は
是
迄
之
遁
上
納
可
被
致
候

右
之
趣
定
問
之
遁
相
波
候
底
相
違
無
御
座
依
而
発
後
日
之
書
附
加
斯
に
御
座
候

寛
政
八
年
辰
六
月
十
五
日
誇

寛
政
八
年
長
六
月
十
二
日

古

之

様

丞

回

柴

以
上

幼

説

商
人
の
諒
業
家
化

第
三
十
巻

苑

以

川清子助上

西
年七

五
九 故

俸右
無

右衛八次
~p 第

五
披

衛門

門

1t 
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書
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道
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説

商
人
白
漁
業
家
化

第
三
十
巻

苑

願

主

居正
助平 関西

}IJ 

清 f専
有右

衛衛

門門

殿代

-11: 

古

失八

殿殿

七
六

O
鈴古

田オt

繍柴
第
五
貌

兵之

四
i¥. 

衛亙

色=

而
し
て
請
負
人
の
多
〈
は
知
行
主
い
日
用
品
を
供
給
し
、
又
は
金
銭
セ
貸
奥
し
た
の
で
あ
る
が
、
文
の
勘
定
は
之

を
、
年
末
或
は
又
請
負
期
聞
の
満
丁
目
に
至
り
て
運
上
金
ざ
差
引
計
算
し
た

r

然
る
に
多
く
の
場
合
知
行
主
の
方
が

常
に
借
越
で
あ
っ
た
、
め
、
慌
令
請
負
期
聞
が
格
了
し
て
も
、
其
の
借
越
の
た
め
に
引
績
き
同
一
の
商
人
を
し
て

請
負
人
た
ら
し
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
西
川
家
が
寛
延
二
年
よ
h
引
績
き
古
田
家
の
支
配
所
を
請
負
っ
た
の
は

全
〈
此
の
借
越
干
係
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

A
1
其
の
請
負
期
限
た
る
丈
化
三
年
に
至
り
て
も
、
又
々
文
化
四
年
よ

り
十
ヶ
年
間
西
川
家
を
し
て
場
所
請
負
人
た
ら
し
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
さ
に
就
い
て
は
、
左
仁
掲
内
、
、
る
計
算

書
を
一
瞥
す
れ
ば
、
這
聞
の
消
息
が
一
層
明
瞭
じ
な
る
で
あ
ら
う
。

『

費
一
金
武
千
四
百
七
拾
参
爾
参
歩
壱
貫
百
九
文

右
は
天
明
五
己
年
k
寛
政
八
反
年
迄
に
御
目
録
御
運
上
金
需
引
建
御
取
替

内

一
金
千
四
百
七
拾
参
雨
査
貫
百
九
丈

方
4
4
寛
政
九
巳
年
'hh

跡
年
季
御
極
被
下
置
候
に
付
奉
差
上
候

北海道奥第一、 129頁
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引
残
而

金
千

雨

内也

御
取
替

一
金
三
百
戒
拾
三
一
間
三
歩
五
貫
六
百
五
拾
支

右
は
御
預
け
金
利
足
午
年
r
h
丑
年
迄
分

一
金
戒
拾
九
周
三
歩
或
貫
八
百
拾
四
丈

右
は
無
益
金
御
預

p
元
金
之
内
奉
詩
取
候

〆
金
一
一
一
百
五
拾
四
雨
三
歩
九
百
六
拾
凹
文

引
竣
而

金
六
百
四
拾
五
雨
五
百
=
一
拾
六
文
御
取
替

右
は
来
る
卯
年
h

向
子
年
お
御
場
所
拾
ヶ
年
御
年
一
字
御
紐
被
下
置
候
に
付
中
本
差
上
餓
分

ヌ

一
金
百
四
拾
五
雨
壱
歩
牽
貫
一
一
一
百
或
匁

右
は
寛
政
七
卯
年
借
家
御
普
請
に
而
御
入
用
御
取
替

一
金
七
拾
武
南
八
百
八
拾
凹
文

右
は
巳
年
--b
丑
年
迄
九
ヶ
年
之
内
差
引
不
足
御
取
替

〆
令
一
武
百
拾
七
雨
壱
歩
武
貰
百
八
拾
六
文
御
取
替

内

一
金
三
百
六
拾
七
雨
牽
歩
武
貫
百
八
拾
六
女

右
は
無
遭
金
御
預
り
高
三
百
九
拾
七
雨
五
貫
文
之
内
前
段
泰
受
取
候
建
御
預
り
候
也

引
痩
而

金

百

五

拾

雨

也

御

預

り

右
は
無
量
御
預
り
金
前
段
差
引
之
遁
御
預
り
詮
丈
別
紙
奉
差
上
蓄
年
之
差
引
相
添
申
候
以
上

文
化
三
年
寅
七
月
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設

商
人
の
漁
業
家
化
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六

第
五
披

第
三
十
巻

苑

古

様

屋

敷

田

御

五
O 

匹=

か
く
の
如
く
知
行
主
は
葉
の
借
財
の
た
め
に
葉
の
支
配
所
を
商
人
仁
引
渡
さ
Y
る
を
待
ざ
る
窮
拭
仁
あ
り
、
且

又
其
後
f
」
雄
も
盆
々
宜
(
の
生
活
困
難
の
た
め
に
商
人
の
援
助
J

グ
ニ
層
必
要
ざ
し
た
、
め
、
各
地
行
主
は
全
く
商
人

に
依
存
し
て
始
め
て
年
活
し
得
た
朕
態
で
あ
っ
た
。
而
し
て
其
の
商
人
に
依
存
す
る
こ
ぜ
の
甚

r大
で
あ
っ
た
結

果
ご
し
て
、
各
地
行
主
が
商
人
に
よ
り
て
搾
取
さ
れ
た
こ
さ
も
決
し
て
少
く
な
か
っ
わ
い
。
之
仁
闘
し
て

談
」
じ
は
次
の
如
く
記
遇
さ
れ
て
居
る
。

「
地
北
寓

明
米
地
の
牧
納
、
般
に
も
あ

b
ず
、
魚
に
も
あ

b
ず
.
一
一
地
に
百
金
、
一
一
百
金
と
し
で
商
人
陀
和
し
慌
〈
の
み
に
て
、
一
金
も
乎
陀
人
れ
ぷ
艇
に
納

る
も
の
な
〈
、
日
用
の
品
は
悉
〈
彼
商
人
よ
り
と
り
て
其
入
用
に
供
ナ
る
も
の
ゆ
「
に
、
刺
に
飽
か
ぎ
る
商
人
、
一
年
自
供
す
る
諸
色
、
十
を

百
と
し
、
百
を
千
と
し
て
其
償
心
の
主
主
に
記
し
置
、
歳
尾
に
至
り
之
を
し

b
べ
、
線
計
を
以
て
多
少
を
い
ふ
に
、
士
人
白
方
に
て
は
、
時
去

り
目
移
り
で
、
夫
ま
で
用
す
て
た
り
し
物
の
善
惑
を
わ
ナ
れ
、
い
か
程
の
慣
に
で
夫
に
謄
ず
る
と
い
ふ
と
と
も
吹
め
来
ら
ざ
れ
ば
、
只
商
人
の

記
録
せ
る
ま
ふ
に
庖
置
す
る
が
故
に
、
一
年
の
衣
服
調
度
の
債
と
、
来
地
の
運
上
と
は
相
遺
し
て
、
多
〈
は
士
人
白
債
と
な
り
ぬ
る
こ
と
、
人

々
の
よ
〈
知
る
所
な
り
〈
中
略
)
士
と
商
と
は
、
敬
す
る
と
と
は
君
臣
の
知
〈
、
視
し
む
と
と
家
人
目
知
し
と
い
へ
ど
も
、
貸
は
賊
を
し
て
家

産
を
う
か
さ
ど

b
し
む
る
な
り
、
故
に
債
を
商
人
に
責
ふ
も
の
は
多
〈
、
財
を
商
人
に
か
し
典
ふ
る
も
の
は
ず
〈
な
し
内
』

奮
幕
時
代
の
北
海
道
は
、
漁
業
を
以
て
業
の
主
要
な
る
産
業
さ
な
し
、
農
業
及
び
工
業
は
未
だ
極
め
て
幼
稚
で

あ
っ
た
、
め
.
米
は
勿
論
衣
服
、
家
具
葉
他
生
活
必
需
品
の
悉
く
は
之
を
他
に
仰
が
ざ
る
を
特
ぎ
る
有
様
で
あ
っ

た
。
其
の
結
果
商
業
は
北
海
道
の
樫
梼
に
取
り
て
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
、
従
っ
て
又
商
人
の
飛
躍
す
る
傍
地
も

大
仁
存
し
た
。
而
し
て
北
海
道
の
商
業
界
に
活
躍
し
た
商
人
の
大
多
数
は
近
江
商
人
で
あ
っ
て
、
他
園
商
人
は
到

底
近
江
商
人
仁
温
随
し
得
な
か
っ
た
。
近
江
商
人
は
慨
に
天
正
、
文
蔽
、
慶
長
の
頃
よ
り
行
商
し
て
北
海
道
へ
渡
り
、

京
阪
よ
り
日
用
品
を
仕
入
れ
て
北
海
道
で
販
貢
し
、
其
の
蹄
悲
に
は
北
海
道
産
の
水
産
物
を
京
阪
方
面
へ
販
寅
し

第一、 129頁北海道具14) 



て
、
漸
究
官
商
ざ
な
り
・
後
に
は
松
前
又
は
江
差
に
底
舗
を
設
け
、
諸
C
商
業
に
従
事
し
て
、

E
利
を
奉
げ
た
。

其
の
富
力
の
開
係
よ
り
近
江
商
人
は
松
前
侯
ぎ
特
別
の
関
係
を
結
び
て
、
特
に
雨
演
商
人
T
」
栴
せ
ら
れ
、
北
海
道

の
金
権
及
び
商
樺
を
金
く
掌
握
し
た
円
常
時
近
江
商
人
が
如
何
に
活
躍
し
た
か
は
、

の
記
事
に
よ
ち
て
凡
ぞ
想
保
さ
れ
よ
う
c

夫
に
掲
「
る
「
松
前
蝦
夷
記
」

『
松
前
町
並
西
在
郷
江
指
付
に
で
属
商
仕
候
も
の
、
地
の
者
曾
て
無
之
、
大
形
近
江
園
、
若
州
、
能
州
、
加
州
の
者
、
家
を
借
り
役
A

引
を
出
し

商

寅

致

ナ

由

。

』

勿
論
営
時
近
江
出
身
判
外
の
者
で
、
富
商
ざ
な
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
例
へ
ば
一
時
北
海
道
第
一
の
富
豪
た
り

し
村
山
侮
兵
衛
は
抱
強
の
出
身
?
わ
ら
、
護
ド
引
例
し
た
官
商
飛
騨
尾
久
兵
衛
は
飛
腕
、
栖
原
角
兵
衛
は
紀
州
、

伊
達
捜
之
助
は
陸
奥
の
出
身
で
あ
り
、
其
他
淡
路
出
身
の
高
田
原
嘉
兵
衛
等
も
あ
っ
た
が
、
北
海
道
に
於
げ
る
富

豪
の
大
多
数
が
近
江
商
人
で
ゐ
っ
た
-
』
て
は
、
天
明
六
年
佐
藤
支
六
郎
よ
ら
提
出
し
七
「
他
国
よ
り
罷
越
蝦
夷
地

交
易
仕
候
名
前
書
付
」
の
中
に
出
て
居
る
さ
こ
ろ
の
富
商
十
七
名
の
内
、
近
江
商
人
が
十
一
名
も
占
め
て
居
た
こ

ご
に
よ
り
て
明
で
あ
る
。
而
し
て
営
時
北
海
道
に
於
け
る
宮
商
は
悉
〈
場
所
請
負
人
ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
多

数
の
富
商
を
出
し
た
る
近
江
南
人
が
、
業
の
場
所
請
負
人
の
大
多
数
を
占
め
た
こ
さ
も
申
す
迄
も
な
い
。
即
、
迂

江
南
人
は
葉
の
擁
し
た
る
資
力
関
係
よ
り
、
詩
務
士
三
貸
借
闘
係
を
結
び
、
而
し
て
ぞ
れ
が
容
易
に
決
構
き
れ
得

ぎ
る
結
果
注
し
て
、
又
場
所
請
負
人
さ
な
っ
て
、
検
業
に
従
事
す
る
こ
ぜ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
其
の
近
江
商
人

が
場
所
請
負
人
ざ
な
っ
た
-
』
ぜ
仁
就
い
て
、
「
東
遊
記
」
に
『
営
時
は
嗣
揖
町
人
)
の
外
、
北
近
江
の
者
多
く
応
を
出

し
、
漁
業
の
仕
迭
り
、
蝦
夷
地
の
交
易
な
ぜ
」
引
受
侍
る
。
』
ど
記
遇
さ
れ
て
居
る
。
か
く
し
て
北
海
道
に
於
て
活
躍

設
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設

苑

商
人
の
漁
業
家
化

第
三
十
巻

第
五
挽

孟正

七
六
回

せ
し
近
江
商
人
は
、
殆
ん
ど
悉
く
場
所
請
負
人
ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
就
中
愛
智
郡
柳
川
出
身
の
柴
谷
家
の
請

負
場
所
は
十
七
ケ
所
に
も
達
し
て
、
其
の
使
用
人
員
合
計
三
百
三
十
九
人
を
算
し

U

又
同
郡
枝
村
官
身
の
藤
野
家

は
、
殊
に
幕
末
北
海
道
の
富
商
ざ
し
て
、
又
場
所
請
負
人
ざ
し
て
、
北
海
道
の
財
界
を
陣
暁
し
た
。

四

場
所
請
責
に
よ
る
抽
出
業
の
費
蓬

商
人
が
場
所
請
負
人
ざ
な
り
て
、
其
の
場
所
に
於
け
る
蝦
夷
安
易
に
従
事
す
る
こ
さ
に
な
る
や
、
請
負
場
所
仁

交
易
所
た
る
運
上
屋
を
設
げ
、
支
配
人
、
通
齢
、
通
僻
手
刷
胃
、
帳
枚
、
小
頭
、
頭
取
番
人
、
小
頭
番
人
、
濯
、
稼

人
等
を
遣
は
し
、
蝦
夷
の
必
要
ぎ
す
る
米
、
酒
、
麹
、
盟
、
煙
草
、
鍋
、
小
万
、
針
、
古
着
、
段
物
、
線
、
漆
器
、

樽
、
耳
環
、
煙
管
等
を
諮
り
、
以
て
蝦
夷
の
漁
獲
し
た
る
水
産
物
及
び
業
の
手
工
口
開
さ
安
換
し
た
。
交
換
は
鱒
ぺ

て
物
々
交
換
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
主
(
の
交
換
割
合
は
米
に
よ
り
て
秤
定
さ
れ
た
。
営
時
交
換
の
こ
さ
を
介
抱

さ
稽
し
た
の
で
あ
る
が
、
場
所
請
負
人
は
蝦
夷
さ
介
抱
す
る
ぎ
こ
み
か
、
反
っ
て
搾
取
す
る
さ
こ
ろ
が
甚
だ
大
で

あ
っ
た
。
元
来
無
知
の
蝦
夷
f
」
交
換
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
搾
取
し
得
る
借
地
は
大
に
あ
っ
た
鐸
で
、
例
へ

ば
請
負
人
の
提
供
す
る
貨
物
の
品
質
を
殊
更
に
粗
悪
に
し
た
ち
、
又
は
秤
量
を
偽
る
等
の
不
王
手
段
を
敢
へ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
G

場
所
請
負
人
は
始
め
唯
交
換
に
従
事
す
る
こ
さ
を
得
た
の
み
で
、
漁
業
に
直
接
従
事
す
る
こ
ご
は
許
き
れ
な
か

っ
た
が
、
請
負
人
は
其
の
蝦
夷
さ
の
交
換
を
盆
々
変
展
せ
し
む
る
の
手
段
ご
し
て
、
寛
文
頃
か
ら
漸
失
漁
業
に
も

従
事
す
る
こ
さ
に
な
っ
た
。
田
中
ゎ
其
の
場
所
仁
於
け
る
産
額
を
増
加
せ
し
な
る
た
め
、
或
は
蝦
夷
に
漁
法
を
致
へ
、
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或
は
又
其
の
漁
業
に
必
要
な
る
資
金
も
融
通
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
市
し
て
業
の
技
術
の
関
係
よ
り
、
又
其
の
金

融
関
係
よ
り
、
終
じ
請
負
人
自
身
が
蝦
夷
を
使
役
し
て
融
業
を
替
む
こ
さ
に
な
り
、
同
時
に
其
の
擁
し
た
る
資
金

を
以
て
大
規
模
の
漁
法
を
採
り
、
又
業
の
漁
獲
方
法
を
有
利
な
ら
し
む
る
た
め
、
和
人
を
交
へ
て
漁
業
に
従
事
す

る
こ
さ
に
な
っ
た
。

而
し
て
場
所
請
負
人
が
自
ら
漁
業
じ
従
事
す
る
こ
芭
に
な
っ
て
以
来
、
漁
業
は
旧
制
著
な
る
後
遺
を
塗
げ
る
こ
さ

に
な
っ
た
。
苦
闘
北
海
道
に
於
り
る
唯
一
の
産
業
は
漁
業
仁
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
業
の
販
路
を
漸
衣

蹄
大
し
た
も
の
は
、
商
人
殊
に
近
江
商
人
で
め
っ
立
。
例
へ
ば
其
の
産
物
の
一
っ
た
る
昆
布
が
大
阪
に
於
て
販
頁

ち
れ
る
仁
歪
つ
わ
い
解
明
過
に
就
い

t
u
「
大
阪
昆
布
仲
良
商
組
合
附
革
史
」
じ
「
且
つ
松
前
物
ピ
し
て
幽
館
紅
海
よ
hr

産
す
る
見
布
の
始
め
は
今
よ
り
二
百
品
開
年
前
長
室
賓
永
正
徳
享
保
の
頃
に
相
違
な
〈
既
仁
正
徳
一
事
保
の
頃
は
営
地

に
見
布
屋
伊
兵
衛
な
る
も
の
松
前
問
屋
を
開
始
せ
ら
れ
た
る
も
明
か
な
り
此
見
布
尾
伊
兵
衛
氏
が
見
布
を
専
門
ぎ

し
て
取
扱
は
れ
候
事
買
は
飴
程
古
〈
し
て
同
家
仁
秘
蕪
せ
ら
れ
た
る
古
文
書
類
は
彼
の
大
轍
卒
入
焼
げ
の
矯
め
火

災
に
権
り
た
る
の
故
に
て
葉
創
立
年
代
は
詳
か
な
ら
ぎ
る
も
想
ふ
に
営
地
に
於
け
る
昆
布
取
扱
ひ
の
元
組
な
る
も

の
は
此
見
布
屋
伊
兵
衛
氏
の
一
右
に
出
づ
る
も
の
は
な
し
さ
古
老
の
云
ひ
惇
へ
な
り
此
東
西
蝦
夷
松
前
産
昆
布
の
産

地
へ
入
舶
す
る
の
始
め
は
江
州
の
商
人
が
木
綿
類
其
他
の
日
用
品
を
該
地
へ
積
み
迭
り
之
等
の
種
品
さ
昆
布
さ
を

交
換
し
て
営
地
へ
積
下
h
ノ
営
地
の
問
屋
へ
責
捌
き
葉
代
金
に
て
亦
木
綿
業
他
の
日
用
品
を
仕
込
み
蝦
夷
松
前
へ
蹟

み
諮
り
以
て
交
換
を
な
す
年
々
歳
々
此
手
績
き
に
て
松
前
見
布
の
庚
ま
り
た
る
事
跡
も
明
か
な
り
亦
た
此
賓
氷
正

徳
享
保
の
頃
は
問
屋
業
の
み
に
し
て
見
布
仲
買
商
の
園
韓
な
る
も
の
は
無
之
松
前
蝦
夷
地
産
品
の
常
地
へ
轍
入
の

説

苑

第
三
十
巻

商
人
の
漁
業
家
化

第
五
就

五

七
六
五

書、 128頁同3) 



説

苑

商
人
の
漁
業
家
化

第
三
十
巻

第
五
娩

玉

囚

七
六
六

盛
ん
に
な
り
た
る
は
賓
暦
明
和
安
永
天
明
寛
政
の
時
代
に
し
て
安
水
天
明
の
頃
は
既
に
敷
軒
の
昆
布
問
屋
業
も
開

始
せ
ら
れ
亦
昆
布
商
さ
唱
へ
荒
昆
布
を
刻
昆
布
に
製
造
す
る
の
仲
間
も
開
始
せ
ら
れ
居
り
た
る
に
相
違
な
し
』

f」

記
遇
さ
れ
て
居
る
。
此
の
記
事
に
よ
り
て
明
な
る
如
く
、
北
海
道
産
の
水
産
物
は
王
徳
享
保
頃
よ
り
京
阪
方
面
へ
販

貰
し
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
販
貰
に
従
事
し
た
近
江
商
人
は
、
主
さ
し
て
敦
質
、
琵
琶
湖
上
を
経
由
し
て
、

所
謂
栓
前
物
を
京
既
に
致
し
た
の
で
あ
る
。
殊
に
近
江
商
人
の
取
扱
っ
た
荷
物
は
荷
所
荷
吃
稗
せ
ら
れ
て
、
其
の
移

入
耽
等
に
就
き
、
松
前
侯
よ
り
特
別
の
待
遇
セ
受
り
穴
、
め
、
近
江
南
人
は
商
業
上
常
に
有
利
に
活
躍
す
る
こ
さ

を
得
、
後
に
は
自
ら
船
舶
を
所
有
し

τ、
白
己
の
貨
物
を
運
迭
し
た
、
め
、
一
層
有
利
に
商
業
に
従
事
す
ゐ
こ
ぜ

に
な
っ
た
。
か
〈
の
如
く
運
輸
さ
商
業
ざ
を
粂
砦
し
た
ご
こ
乃
の
近
江
商
人
が
請
負
人
ざ
な
り
て
‘
自
ら
漁
業
に

従
事
す
る
こ
さ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
漁
業
が
自
ら
大
後
展
し
待
た
こ
さ
は
申
す
迄
も
な
い
九
即
も
販

路
の
確
保
、
開
拓
は
保
謹
さ
れ
、
大
資
本
は
そ
札
に
投
壱
ら
れ
る
こ
さ
に
な
っ
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
其
の
営
然
の

結
果
ざ
し
て
其
の
度
額
は
頴
著
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
前
に
掲
げ
た
る
見
布
の
大
阪
販
責
に
閲
す
る
記
事
に
よ

り
て
明
で
あ
る
如
く
、
其
の
販
買
の
大
仁
一
増
加
し
た
安
永
天
明
頃
は
、
又
同
時
に
場
所
請
負
に
よ
る
漁
業
の
大
に

後
遺
し
た
時
期
で
あ
る
。
又
営
時
長
崎
の
轍
出
品
化
る
俵
物
殊
に
煎
海
鼠
の
販
路
も
開
拓
せ
ら
れ
、
寛
保
一
万
年
よ

り
賀
暦
四
年
迄
煎
海
鼠
の
長
崎
轍
迭
は
、
近
江
商
人
が
之
を
一
手
に
引
受
け
、
其
の
額
は
延
享
元
年
に
は
四
百
七

十
五
本
、
翌
二
年
じ
な
三
百
十
六
本
の
多
き
に
達
し
た
出

か
〈
の
如
〈
北
海
道
唯
一
の
産
物
た
る
水
産
物
の
販
路
が
場
所
請
負
人
に
よ
り
て
開
拓
確
保
さ
れ
た
結
果
さ
し

て
、
よ
り
多
〈
其
の
産
額
を
増
大
せ
し
む
る
の
必
要
を
生
じ
、
ぞ
れ
が
た
め
請
負
人
は
従
来
よ
り
よ
り
多
く
の
資
本

北海道鬼第一、 '99頁近江愛智郡志巻三、 253頁
北海道奥第一、 262頁
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を
投
じ
て
、
大
規
模
の
経
管
法
を
採
り
、
叉
其
の
資
力
に
よ
り
て
漁
業
を
経
営
す
る
に
必
要
な
る
漁
具
の
貸
奥
並

に
其
の
仕
込
(
需
要
品
の
貸
付
)
も
従
来
よ
り
も
一
層
圏
滑
に
行
ひ
、
更
に
漁
法
の
改
良
を
大
に
促
進
せ
し
め
た
。

嘗
時
水
産
物
の
内
で
第
一
の
産
物
た
る
鯨
の
漁
獲
は
主
ざ
し
て
刺
網
に
よ
っ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
天
文
頃
よ
り

干
俳
は
南
部
、
樟
軽
、
出
湖
、
北
園
、
近
江
に
一
日
一
り
て
肥
料
ざ
し
て
使
用
ゼ
ら
れ
、
鯨
嬬
は
全
国
一
般
に
消
費
さ

れ
る
こ
さ
、
な
っ
て
、
鯨
仁
劃
す
る
需
要
が
盆
々
増
加
し
た
、
め

r

従
来
の
如
き
漁
法
じ
て
は
到
廃
業
の
需
要
に

膳
じ
粂
ね
る
こ
ぜ
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
迫
鯨
の
方
が
採
用
さ
れ
る
こ
ぜ
に
な
り
、
従
っ
て
又
漸
究
抗
出
場
を
奥

地
に
於
て
開
拓
す
る
，
』
さ
、
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
大
に
奨
励
し
た
も
の
は
印
ち
請
負
人
で
あ
っ
て
、
叉

請
負
人
も
迫
鯨
業
の
胤
械
設
じ
よ
り
て
利
得
す
る
司
〕
ご
が
少
く
な
か
っ
た
り
一
見
じ
従
来
使
用
ぞ
禁
や
ら
れ
化
る
建
網

を
使
用
す
る
の
特
典
を
弘
化
元
年
に
許
さ
れ
て
よ
り
は
、
請
負
人
は
業
の
資
力
を
利
用
し
て
・
盛
に
建
網
を
使
用

し
、
以
て
大
漁
す
る
こ
ぎ
を
得
る
に
至
つ
払
。
殊
に
根
室
の
場
所
請
負
人
た
り
し
藤
野
喜
兵
衛
は
高
延
元
年
に
従
来

使
用
し
た
る
建
制
を
改
良
し
た
、
め
、
主
(
の
牧
獲
を
俄
ぷ
増
大
せ
し
な
る
こ
さ
が
出
来
た
。

鮭
及
び
鱒
の
牧
獲
も
場
所
請
負
開
始
後
、
大
に
増
進
し
た
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
新
漁
場
の
開
畿
、
大
綱
の
普

及
及
び
其
の
製
法
の
改
良
等
に
因
っ
た
の
で
あ
る
。
組
よ
り
搾
粕
さ
魚
油
さ
を
製
す
る
こ
さ
は
安
永
、
天
明
の
頃

よ
り
試
み
ら
れ
、
寛
政
年
聞
に
は
慨
に
大
に
其
の
援
蓮
を
見
る
こ
ど
に
な
り
、
嘉
永
六
年
勇
榔
場
所
の
産
額
に
て

も
八
千
石
に
蓮
し
た
。

1

鱈
漁
業
も
漸
衣
進
歩
し
、
寛
政
元
年
に
新
製
造
法
じ
よ
る
新
鱈
を
始
め
て
江
戸
に
出
し

て
よ
り
、
其
の
販
路
は
漸
究
開
拓
せ
ら
れ
た
c

見
布
は
京
阪
地
方
は
勿
論
の
こ
さ
長
崎
轍
出
品
三
し
て
、
長
崎
へ

轍
港
せ
ら
れ
た
、
め
、
其
の
産
額
も
増
加
し
、
飛
騨
屋
奮
記
に
よ
れ
ば
、
一
ヶ
年
聞
の
綿
産
額
凡
そ
三
高
石
で
、

説

商
人
目
漁
業
家
化

第
三
十
巻

五
王E

七
六
七

第
五
時
碗

苑

問書、 401- 2頁
同 害、 597頁
同書、 704-6頁
藤野家文書
北海道具第一、 406頁
同書、 709頁



設

商
人
の
漁
業
家
化

苑

七
六
八

第
五
時
弧

第
三
十
巻

五
六

業
の
内
三
千
石
は
定
式
買
上
、
一
高
石
は
長
崎
臨
時
買
上
、
残
り
一
高
七
千
石
は
全
国
各
地
に
輸
送
せ
ら
れ
わ
。

業
後
見
布
の
採
取
は
殊
に
東
蝦
夷
拙
に
於
て
大
に
後
達
し
、
就
中
幌
泉
場
所
で
は
、
文
化
二
年
の
調
査
ド
よ
れ
ば
、

業
の
産
額
は
四
千
五
百
石
じ
達
し
た
。
而
し
て
元
来
昆
布
の
産
出
は
厚
岸
場
所
以
西
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

天
保
三
年
根
室
の
請
負
人
藤
野
喜
兵
衛
は
花
暁
の
海
岸
に
昆
布
の
繁
茂
せ
る
を
後
見
し
、
蝦
夷
五
十
人
を
幌
泉
仁

遣
し
て
見
布
採
取
の
業
を
体
調
日
せ
し
め
、
翌
年
始
め
て
花
暁
に
於
て
主
一
の
採
取
を
試
み
、
主
(
の
採
取
し
た
る
昆
布

七
十
石
を
大
阪
へ
百
石
に
付
き
金
四
拾
雨
で
販
買
し
。
其
後
葉
の
採
牧
は
盆
全
焼
ざ
な
り
て
、
嘉
永
六
年
に
は
数

百
石
を
産
出
す
る
に
去
っ
た
。

北
海
道
の
海
は
、
寒
暖
の
二
潮
流
が
反
封
の
方
向
に
馳
流
し
て
、
水
産
物
に
豊
富
で
あ
る
た
め
、
漁
業
は
み
ふ
く

北
海
道
に
於
げ
る
主
要
産
業
で
あ
る
。
従
っ
て
其
の
感
衰
は
北
海
道
に
於
げ
る
人
々
の
生
活
の
安
危
に
大
仁
聞
係

し
、
其
の
漁
業
の
発
達
が
申
す
迄
も
な
く
北
海
道
開
愛
の
第
一
要
件
た
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
漁
業
の
義

遣
に
貢
献
し
た
も
の
が
場
所
請
負
人
却
も
商
人
で
あ
っ
た
こ
芯
は
、
以
上
越
ぺ
た
こ
さ
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
。
従

っ
て
吾
々
は
、
商
人
が
漁
業
家
に
化
し
た
が
た
め
に
、
北
海
道
の
鰹
憐
的
開
畿
が
一
層
促
進
さ
れ
た
三
断
言
す
る
ニ

ご
が
出
来
る
。

五

場
所
請
貫
人
の
功
罪

場
所
請
負
人
は
北
海
道
に
於
け
る
嬬
済
的
開
畿
の
第
一
人
者
た
る
の
み
な
ら
や
、
同
時
に
政
治
上
の
開
拓
者
ど

も
な
っ
た
。
例
へ
ば
樺
太
じ
於
げ
る
開
拓
は
葉
の
一
例
で
、
寛
政
二
年
藩
士
高
橋
清
左
衛
門
寛
光
が
村
山
博
兵
衛

頁口第

書
骨
骨
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家
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海

同
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の
援
助
に
よ
り
て
樺
太
じ
渡
航
し
て
、
白
主
に
交
易
所
を
建
て
た
こ
ぜ
が
、
抑
も
樺
太
開
拓
の
最
初
で
あ
っ
て
、
英

節
村
山
惇
兵
衛
は
蝦
夷
介
抱
品
及
び
漁
網
を
送
り
、
緋
.
鱈
、
鱒
、
鮭
の
漁
場
を
選
定
し
、
蝦
夷
を
集
め
て
漁
法

を
散
へ
た
り
等
し
た
。
業
後
引
績
き
他
の
商
人
が
場
所
請
負
人
ざ
な
っ
て
、
樺
太
を
間
後
し
た
の
で
あ
る
抗
、
此

等
の
商
人
が
率
先
し
て
樺
太
を
経
梼
的
に
間
後
し
た
れ
ば
こ
そ
、
後
に
歪
b
て
樺
太
を
政
拍
的
に
も
我
領
土
で
あ

る
ぜ
主
張
し
得
た
の
で
あ
る
。
兎
に
角
請
負
人
は
、
彼
等
が
未
だ
我
が
岡
棋
の
充
分
に
及
ば

5
る
奥
地
、
千
島
等

質
に
北
海
道
開
拓
の
先
導
者
芝
な
っ
た
の
で
あ

へ
漸
次
提
出
し
て
、
新
に
油
揚
を
開
後
し
た
こ
ぜ
に
よ
り
て
.

る
。
叉
此
の
請
負
人
の
誕
出
が
あ
っ
た
、
め
仁
市
ロ
シ
ア
乞
領
土
仁
闘
す
る
紛
争
を
生
じ
穴
時
、
我
国
仁
有
利
仁

解
決
せ
し
h
u

る
-
}
-
ご
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

又
場
所
請
負
人
は
、
般
令
自
己
の
漁
場
へ
の
交
通
を
便
に
せ
ん
さ
の
目
的
を
有
し
た
さ
は
い
ヘ
、
其
の
擁
し
た

る
資
力
を
以
て
、
調
力
で
道
路
を
岡
撃
し
て
、
交
通
の
後
蓮
じ
大
仁
貢
献
し
た
。
例
へ
ば
長
万
部
里
松
内
聞
大
里

の
遁
踏
は
勇
梯
場
所
請
負
人
山
田
文
右
衛
門
の
賞
金
で
、
里
松
内
よ
り
歌
棄
に
至
る
約
四
里
は
歌
棄
場
所
請
負
人

桝
屋
築
五
郎
じ
よ
り
、
峻
嶺
た
る
雷
電
嶺
は
前
記
築
五
郎
及
び
岩
内
請
負
人
仙
北
屋
仁
左
衛
門
に
よ
り
、
岩
内
余

市
聞
は
前
記
仁
左
衛
門
、
古
卒
請
負
人
緬
島
屋
新
左
衛
門
、
余
市
請
負
人
竹
屋
長
左
衛
門
、
忍
路
請
負
人
佐
官
屋

徳
兵
衛
の
四
人

ιよ
り
、
又
余
市
よ
り
蹟
丹
の
日
司
迄
の
支
道
は
長
左
衛
門
、
古
宇
請
負
人
恵
比
須
屋
宇
兵
衛
.

美
園
積
丹
請
負
人
岩
田
屋
金
臓
に
よ

h
て
開
撃
さ
れ
わ
い
。
余
市
小
樽
聞
は
忍
路
高
島
請
負
人
住
吉
屋
徳
兵
衛
の
調

カ
で
、
小
樽
銭
画
聞
は
恵
比
須
屋
宇
兵
衛
に
よ
り
、
濃
書
山
道
は
厚
田
請
負
人
誼
屋
輿
三
右
衛
門
の
自
費
で
、
阿

冬
山
道
は
揮
盆
、
増
毛
南
場
所
請
負
人
伊
達
林
右
衛
門
に
よ
り
開
撃
さ
れ
、
東
西
海
岸
を
連
絡
す
る
重
要
路
線
た

設
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七
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五
挽

商
人
の
漁
業
家
住

第
三
十
巻

る
熔
晶
画
千
歳
間
は
箱
館
奉
行
の
命
に
よ
り
石
狩
場
所
請
負
人
阿
部
屋
博
夫
郎
、
恵
比
須
尿
宇
丘
一
街
、
山
田
尾
文
右

衛
門
に
よ
り
で
開
撃
さ
れ
、
根
室
請
負
人
た
る
藤
野
喜
兵
衛
は
根
室
合
所
よ
り
南
海
岸
昆
布
森
に
山
で
、
更
に
北

し
て
厚
別
に
至
る
六
里
十
四
町
を
岡
撃
し
た
等
は
其
の
頴
著
な
る
例
で
あ
る
。

場
所
請
負
人
は
か
〈
の
加
く
北
海
道
開
設
に
多
大
の
功
勢
d

ぞ
致
し
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
彼
等
が
場
所
請
負

ド
よ
り
て
益
々
宮
布
さ
な
つ
叱
表
面
じ
は
、
蝦
夷
よ
り
の
搾
取
に
よ
っ
允
こ
さ
も
少
く
な
か
っ
花
。
一
万
来
彼
等

が
知
行
主
よ
り
場
所
を
請
負
ふ
た
場
合
に
は
、
必
や
其
の
契
約
書
に
蝦
夷
に
封
す
る
介
抱
等
を
大
切
に
す
る
こ

ご
を
撃
っ
た
。
即
も
請
負
に
閲
す
る
読
書
中
に
、
戒
は
「
一
一
於
蝦
夷
地
じ
御
必
儀
様
御
法
度
之
趣
件
に
蝦
夷
人

介
抱
之
儀
急
度
大
切
に
相
守
可
申
候
震
後
日
御
請
詩
文
依
而
加
件
』
さ
か
、
或
は
又
『
克
人
'
り
非
道
成
儀
不
申
掛

商
可
致
候
』
さ
か
書
き
添
え
た
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
素
々
替
利
心
に
強
い
彼
等
請
負
人
は
、
己
れ
の
利
盆
を
園

る
こ
さ
に
混
や
注
し
て
.
蝦
夷
の
利
害
は
更
に
其
の
顧
慮
す
る
さ
こ
ろ
す
な
く
、
殊
に
其
の
遣
は
す
さ
ニ
ろ
の
番

人
等
は
、
往
々
不
法
の
行
震
を
な
し
て
、
蝦
夷
の
怨
恨
を
誘
脅
し
、
或
は
清
疑
を
懐
か
し
む
る
こ
さ
等
が
少
く
な

か
っ
た
。
常
時
飛
騨
屋
久
兵
衛
の
請
負
場
所
の
一
た
る
国
後
に
於
て
は
、
蝦
夷
を
使
役
し
て
、
鱒
、
鮭
を
搾
り
て

粕
を
製
し
、
油
を
取
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
之
に
給
す
る
手
営
は
甚

r薄
く
、
剰
へ
降
雪
の
頃
迄
使
役
し
て
、

其
の
貯
識
の
借
地
を
少
か
ら
し
め
た
、
め
、
蝦
夷
は
甚
だ
困
窮
し
、
加
之
番
人
中
女
夷
を
姦
拝
し
て
蝦
夷
の
戚
情

を
害
し
た
る
も
の
等
が
あ
っ
て
、
蝦
夷
は
常
に
不
満
不
安
の
念
を
抱
い
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
偶
ま
乙
名
の
病
死

を
動
機
ざ
し
て
、
絡
に
徒
黛
を
組
み
て
叛
乱
す
る
に
至
っ
た
肘

其
綾
ロ
シ
ア
が
北
遁
を
覗
ふ
に
至
hJ
て
よ
り
は
、
蝦
夷
の
向
背
が
北
海
遁
の
蓮
命
に
章
一
大
な
る
聞
係
を
有
つ
こ

北海道鹿第一、 799-803頁
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さ
を
戚
じ
て
、
幕
府
は
蝦
夷
を
懐
柔
す
る
の
策
を
採
り
、
其
の
一
手
段
ざ
し
て
荷
負
人
に
会
然
変
換
を
委
さ
十
し

て
、
所
調
救
済
交
換
を
試
み
た
さ
こ
ろ
、
其
の
成
績
は
極
め
て
良
好
で
、
蝦
夷
の
齢
制
心
を
得
た
の
み
な
ら
子
、
交
換

の
利
盆
も
少
〈
な
か
っ
た
c

其
後
ロ
シ
ア
人
の
渡
来
旗
々
ざ
な
っ
た
、
め
、
幕
府
は
国
土
の
防
衛
上
寛
政
十
一
年

よ
り
東
蝦
夷
地
そ
直
轄
し
.
文
化
四
年
に
至
り
て
更
に
全
選
幕
府
の
直
轄
ご
な
っ
た
。
而
し
て
場
所
請
負
人
の
搾

取
の
た
め
じ
蝦
夷
を
懐
柔
し
難
き
こ
さ
を
観
取
し
て
、
断
熱
場
研
請
負
人
を
癒
し
て
官
の
荷
捌
さ
な
し
、
以
て
交

換
セ
公
卒
に
行
は
し
h
u

る
'
」
さ
に
し
た
。
其
の
直
捌
が
蝦
夷
営
懐
柔
し
た
噌
』
JF-
は
葦
し
少
く
な
く
、
蝦
夷
は
喜
び

て
幕
府
の
徳
揮
を
慕
ひ
、
産
業
も
励
ん
だ
、
め
、
其
の
水
車
問
物
の
産
額
等
も
俄
に
増
加
し
、
殊
に
樗
捉
の
開
発
は

其
の
成
晴
最
も
芽
し
か
っ
た
c

幕
府
は
直
捌
の
制
に
よ
り
て
場
所
請
負
に
よ
る
弊
害
ぞ
大
仁
除
去
し
犯
が
、
業
後
直
捌
の
制
を
永
く
繊
績
す
べ

き
や
否
や
に
就
き
て
争
論
を
生
や
る
こ
さ
に
な
っ
た
。
蓋
し
直
捌
の
制
は
先
づ
蝦
夷
に
給
す
ぺ
き
貨
物
を
仕
入
れ

て
蝦
夷
の
貨
物
さ
交
換
し
.
其
の
交
換
に
よ
ム
リ
て
得
た
る
貨
物
を
更
に
内
地
に
販
買
し
た
、
め
、
官
は
二
電
の
商

業
を
管
h
u

こ
さ
に
な
っ
た
の
で
ゐ
る
が
、
場
所
請
負
に
よ
る
時
に
は
、
そ
れ
等
の
商
業
は
緯
ぺ
て
請
負
人
一
人
で

勝
目
む
さ
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
め
、
其
の
行
動
は
高
事
簡
易
迅
速
で
あ
り
、

E
つ
輯
費
ち
蓮
に
少
〈
で
す
ん
だ
。
韮
仁

於

τ享
和
二
年
頃
、
交
換
は
元
来
商
人
の
業
な
れ
ば
商
人
じ
委
す
ぺ
し
さ
勘
行
奉
行
は
主
張
し
、
之
に
反
し
箱
舘

奉
行
は
場
所
請
負
の
弊
よ
り
し
て
蝦
夷
は
艇
で
外
国
人
に
遁
守
る
仁
王
る
ぺ
し
さ
言
っ
て
、

E
に
論
争
し
た
。
併

し
乍
ら
直
捌
の
経
費
が
多
額
を
要
し
た
、
め
、
終
に
文
久
九
年
直
捌
を
臨
服
す
る
こ
さ
に
な
り
、
各
場
所
の
請
負

を
入
札
せ
し
め
て
、
一
受
十
年
よ
り
場
所
請
負
を
賞
施
し
た
っ
其
m
y

際
粂
て
よ
り
痛
戚
せ
る
捧
害
を
一
再
び
後
生
せ
し

設
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言危

商
人
白
漁
業
家
化

第
三
十
巻

第
五
披

ノ、

O 

苑

七
七

め
ゴ
る
た
め
に
、
蝦
夷
の
介
抱
は
勿
論
、
蝦
夷
に
劃
し
て
不
正
の
取
扱
を
な
さ
Y

る
様
、
大
に
警
し
む
る
ぜ
こ
乃

が
あ
っ
た
。

直
捌
康
止
以
後
、
場
所
請
負
人
が
蝦
夷
を
搾
取
す
る
こ
さ
は
竪
く
禁
性
ら
れ
た
が
、
素
々
替
利
的
な
る
彼
等
請

負
人
が
何
時
迄
も
其
の
本
来
の
精
神
を
蔽
ム
こ
さ
は
、
蓋
し
不
可
能
の
こ
さ
で
あ
っ
た
。
郎
も
年
月
を
経
過
す
る

仁
従
ひ
、
其
の
本
性
を
現
は
し
、
専
ら
笹
利
を
這
ふ
こ
さ
に
睡
離
し
て
、
蝦
夷
の
利
害
は
章
弘
之
を
顧
み
な
く
な

き
れ
ば
司
」
そ
安
政
元
年
九
月
堀
利
県
、
村
垣
範
正
一
か
松
前
及
び
蝦
夷
地
&
視
察
し
て
、
其
の
意
見
書
を
幕

其
の
書
中
に
場
所
請
負
人
の
弊
害

Jr択
の
加
く
指
摘
し

K
L

っ
た
。

f
:
f
aュ
;
:
「
市

斥
t
J
I
S
L
ふれ闘

『

松

前

並

蝦

夷

地

惣

髄

凡

分

仕

候

見

込

之

趣

大

意

申

上

候

寄

付

(
前
略
い
然
る
慮
、
交
政
度
御
戻
地
以
来
、
失
張
奮
領
之
叫
吋
之
進
、
右
漁
利
の
か
相
侍
晶
、
請
賀
商
人
士
ハ
h
H

山
林
、
薮
淳
、
海
演
、
夷
民
之
推
選
迄
一

切
相
任
せ
置
、
運
上
金
、
仕
向
金
の
み
を
所
務
と
い
た
し
、
運
上
之
官
同
下
に
よ
り
て
人
ロ
聞
を
も
相
撲
ば
ず
、
場
所
引
詰
申
刊
龍
傾
向
も
宥
之
、
又
は

請
責
の
者
正
路
之
人
物
に
で
も
、
嫌
に
三
五
年
に
一
一
向
度
づ
ム
見
廻
り
、
或
は
夏
に
支
剛
人
ぬ
相
任
置
、
仰
闘
に
件
房
代
候
も
の
も
宥
之
二
胡
右

場
所
支
間
人
の
心
一
杯
に
差
配
仕
候
儀
に
亡
・
右
支
配
人
と
唱
候
も
の
は
、
漁
方
番
人
と
唱
候
も
の
よ
り
成
り
上
り
、
番
大
は
場
所
働
方
之
も
の

よ
り
見
立
与
れ
候
趣
に
相
閥
、
右
等
の
内
に
は
無
相
帽
の
博
徒
、
帳
外
者
と
嶋
健
類
、
尖
母
親
戚
に
も
疎
さ
れ
候
宇
か

b
、
常
分
糊
口
白
魚
.
眼
夷
に

縁
故
を
求
め
立
入
、
這
々
場
所
馴
染
候
に
随
ひ
、
夫
L
q

親
分
に
相
成
居
候
も
の
も
偉
有
之
候
故
、
心
な
〈
夷
人
E
も
遺
ひ
、
立
住
々
非
道
の
儀
も

宥
之
、
漁
業
働
力
に
膿
じ
、
賃
米
・
賃
銭
其
外
沼
煙
草
、
衣
服
等
遣
し
物
に
付
て
は
、
岡
田
L
T

姦
計
を
設
け
、
夷
人
を
欺
奇
候
類
不
少
、
機
凍
に

及
び
候
老
人
小
児
等
も
願
ず
、
風
浪
甚
敷
節
も
、
強
て
漁
業
相
働
か
せ
、
溺
苑
致
し
候
も
の
も
、
年
々
宥
之
候
由
、
生
残
り
候
足
弱
之
も
の
共
、
別

段
撫
育
手
賞
も
不
仕
、
又
は
越
年
致
し
候
節
は
、
メ
ノ
コ
(
夷
婚
を
メ
ノ
コ
左
申
候
)
を
奪
ひ
、
妾
に
致
し
候
類
を
始
め
、
惨
刻
白
扱
方
不
夕
、

右
等
之
抜
方
有
之
候
故
、
蝦
夷
人
別
逗
々
減
少
仕
候
趣
、
相
関
申
候
。

愚
妹
白
蝦
夷
人
に
で
も
、
先
年
御
領
御
直
捌
之
節
之
御
振
合
等
、
俸
閥
致
し
居
、
営
時
の
非
道
官
珂
毒
白
取
扱
方
に
で
、
夷
類
北
九
途
に
謹
き
果
て

可
申
を
承
知
致
し
、
先
年
の
如
く
江
戸
よ
り
御
世
話
有
之
候
様
仕
度
、
日
夜
希
塞
致
し
、
比
慮
廻
浦
之
節
、
馬
夫
、
人
足
等
に
出
候
も
の
、
支

第一、 587-93頁
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酷
向
並
私
召
連
候
も
の
A
E

ハ
に
就
曹
、
番
人
付
添
之
も
の
等
之
目
を
忍
び
、
私
語
を
阻
克
居
か
た
言
交
り
に
歎
訴
仕
候
者
、
東
梅
岸
は
一
一
固
に
有
之

賓
に
議
愚
国
防
之
夷
人
ど
も
、
箱
館
松
前
え
出
候
事
も
無
之
、
恐
に
支
配
人
番
人
等
十
分
の
阿
貴
を
受
け
、
年
来
世
、
歎
仕
活
候
慮
、
此
度
私
共

廻
浦
仕
候
を
幸
と
、
積
年
之
宛
士
白
を
制
限
へ
候
儀
と
不
便
に
相
問
、
賃
地
見
分
仕
候
而
は
、
何
分
御
斡
置
難
被
成
次
第
に
有
之
、
実
民
は
右
犠
之
気

味
合
に
相
成
、
土
地
は
今
以
舵
際
い
た
し
居
候
施
、
嘗
A
1
高
幽
之
遍
航
日
を
逐
て
相
関
け
、
事
b
開
墾
移
民
を
要
務
と
い
た
し
、
園
々
よ
り
目

木
北
惑
を
伺
候
儀
二
朝
一
タ
之
事
に
無
之
、
近
年
に
至
り
最
早
其
端
を
額
し
、
郡
田
m
斯
北
蝦
夷
に
替
柵
を
構
え
、
直
美
理
加
は
籍
館
脚
宿
泊
遊
歩

等
之
事
を
願
ひ
、
ん
寸
般
邪
雑
斯
般
も
同
様
同
所
入
津
、
直
美
理
加
の
例
に
倣
ひ
度
旨
に
相
見
ゴ
其
中
同
様
遊
歩
上
陸
も
御
差
免
し
不
相
成
侯

耐
は
承
引
仕
間
敷
哉
、
英
夷
も
巳
に
崎
陽
に
来
航
、
願
意
申
党
候
趣
、
是
ヌ
同
所
入
港
等
申
尚
一
も
戴
計
、
英
外
悌
反
察
井
弟
郡
野
爾
架
も
近
年

波
来
可
仕
由
、
風
間
も
布
之
、
近
々
大
忠
眼
前
に
諮
り
候
出
陣
・
夫
キ
誇
大
名
領
分
も
相
抜
し
、
援
兵
救
臆
も
向
在
可
日
間
形
勢
相
備
り
候
内
地
海

岸

T
、b
、
暫
時
も
御
消
断
不
相
成
候
御
場
合
、
増
而
蝦
夷
地
横
議
之
周
海
、
伊
一
夜
守
一
手
持
に
而
行
届
可
申
答
無
之
、
岬
刊
叉
蝦
夷
地
ヱ
ト
ロ
フ

ク
デ
シ
リ
等
之
島
L

可
迄
に
而
は
縮
更
之
儀
に
御
座
候
庭
、
常
時
時
棋
に
商
人
白
手
に
托
し
置
害
、
其
之
上
前
女
之
遁
、
夷
民
ど
も
懇
望
罷
在
候
折

柄
、
外
岡
之
舵
ん
吋
皮
々
波
渡
来
遊
歩
等
に
託
し
・
此
の
地
の
智
子
夫
専
偵
察
仕
係
上
は
、
ヌ
訓
引
を
炎
と
政
し
、
和
祈
弟
、
を
闘
号
、
人
樹
を
繁
息
た

し
・
撫
育
を
加
ふ
る
と
唱
へ
、
夷
民
を
手
懐
け
、
主
(
欲
す
る
所
を
興
へ
、
追
々
諾
誘
致
候
は
ど
、
一
元
よ
"
彼
我
の
耕
も
な
曹
蝦
夷
共
に
候
得
ば
、

支
配
人
番
人
等
の
惨
皐
曹
を
免
れ
候
を
幸
に
容
じ
、
態
動
飾
服
可
仕
は
必
然
之
勢
に
宥
之
、
左
候
は
Y
事
貨
僻
柄
と
も
に
如
何
と
も
鴛
が
た
者
選

に

相

成

可

申

哉

と

甚

心

配

仕

候

(

下

略

〉

』

突
い
で
安
政
一
万
年
十
二
月
勘
定
奉
行
同
吟
味
役
等
よ
り
老
中
へ
上
呈
し
た
上
申
書
の
・
内
に
も
‘
場
所
請
負
人
が

非
道
を
な
し
て
、
蝦
夷
の
人
心
が
離
反
し
て
居
る
か
ら
、
早
く
蝦
夷
地
一
回
を
上
知
す
ぺ
し
さ
力
説
し
て
居
品
。

兎
に
角
国
防
上
の
見
地
よ
り
、
蝦
夷
乞
懐
柔
す
る
に
は
、
場
所
請
負
の
制
度
を
何
等
か
改
革
し
、
請
負
人
を
し
て

搾
取
せ
し
め

5
る
如
く
じ
す
ぺ
き
で
あ
る

ε、
幕
府
に
於
て
も
決
心
し
た
結
果
、
安
政
二
年
七
月
竹
内
、
堀
二
氏

の
提
案
が
裁
可
さ
れ
る
こ
さ
に
な
っ
た
。
ま
の
提
案
の
大
要
が
、
偲
A
T
蝦
夷
地
を
上
知
し
で
も
、
嘗
て
の
如
き
直

捌
は
行
は
や
、
請
負
人
は
英
の
佳
さ
な
し
、
蝦
夷
を
奉
行
所
に
直
管
し
、
請
負
人
が
漁
業
等
に
蝦
夷
を
使
役
せ
ん

さ
す
る
時
は
、
出
願
し
て
之
を
借
受
る
さ
い
ふ
甲
」
芭
で
あ
っ
た
・
』
守
」
は
、
・
択
の
案
文
に
よ
っ
て
明
で
あ
ム
。

説
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設

商
人
白
漁
業
家
化

;91L 

第
三
十
巻

第
五
披

七
七
四

山
ノ、

『
蝦
夷
共
教
導
方
に
付
文
間
向
心
得
、
詩
貴
人
支
蹴
人
並
役
蝦
夷
共
に
可
申
議
箇
同
意
伺
候
書
付

(
前
略
)

一
漁
場
譜
責
の
剛
被
是
迄
仕
来
の
認
御
据
置
相
成
候
に
付
、
精
々
入
念
候
様
可
致
、
尤
夷
人
共
人
別
並
御
手
常
ガ
は
、
厚
号
御
主
意
有
之
、
御
直

差
問
有
之
拍
聞
に
付
、
漁
業
手
俸
鴛
致
候
敗
、
山
林
伐
木
又
は
船
手
英
外
召
遁
候
節
は
、
其
旨
詩
合
御
役
人
え
柑
願
可
申
、
日
限
り
を
以
御
貸

波
可
宥
之
候
。
右
賃
米
撫
育
ロ
聞
神
間
方
員
数
等
は
、
惣
て
仕
来
の
遁
相
心
得
、
場
所
々
々
都
合
次
第
、
其
期
を
定
、
都
亡
ゐ
遠
出
役
の
も
の

h

m肺
差

出

、

米

、

煙

車

、

英

外

品

物

共

、

正

路

に

用

意

可

致

旨

、

申

渡

候

様

可

仕

哉

。

(

下

略

)

』

之
さ
同
時
仁
請
負
人
へ
も
，
露
人
西
下
し
て
、
北
迭
を
窺
寵
す
る
が
故
に
、
少
々
の
不
利
不
便
は
あ
り
て
も
、

各
自
産
業
の
後
展
に
務
む
ぺ
き
旨
を
一
端
達
し
た
。
更
に
安
政
三
年
四
月
九
日
箱
館
奉
行
は
場
所
請
負
人
へ
蝦
夷
の

使
用
方
法
に
闘
す
る
規
定
守
交
付
し
て
、
場
所
訪
負
人
の
守
ゐ
ペ
h
己
保
噴
を
明

L
L
九
。
主
一
の
規
定
は
択
の
和
〈

で
あ
る
。

『

定
一
土
人
遺
方
は
、
前
以
詰
合
迄
棺
届
、
勝
手
突
第
召
漬
事
、

一
右
土
人
給
分
等
は
、
毎
月
晦
日
限
り
に
勘
定
い
た
し
遣
し
、
回
開
等
詰
合
迄
可
差
出
、
吐
一
同
会
h
可
相
波
事

但
運
上
家
に
お
い
て
、
酒
飯
等
相
奥
候
儀
は
、
是
迄
之
遁
た
る
べ
き
事
、

一
土
人
共
ぬ
奥
へ
候
古
手
之
儀
.
是
叉
詰
合
迄
差
出
可
申
、
詰
合
'HO

可
相
渡
事
、

一
老
人
女
の
子
セ
カ
ナ
カ
ナ
チ
等
へ
撫
育
品
、
是
又
同
断
之
事
、

但
慢
姫
井
死
亡
等
之
節
手
常
も
同
断
之
事
、

一
ヲ
ム
シ
ヤ
不
及
申
、
惣
じ
で
土
人

ω遣
し
物
は
、
詰
合
よ
り
相
波
、
運
上
家
よ
り
直
渡
し
は
不
相
成
御
趣
意
に
付
、
是
迄
仕
来
之
日
開
を
以
詑

合
迄
差
出
候
検
可
致
事
、

一
軽
物
之
儀
は
、
英
時
節
を
計
P
、
場
所
々
々
人
別
に
際
じ
、
四
五
人
乃
至
十
人
以
上
も
申
付
、
取
獲
方
鴛
致
可
申
、
尤
其
時
々
詩
A
V
A

可
宥

差
園
事
、

一
土
入
品
川
暇
あ
る
節
向
分
穣
い
た
し
、

4
R
獣
野
菜
等
銘
キ
貯
置
、
其
余
剖
町
田
加
と
交
易
い
た
し
度
存
柏
町
も
の
は
、
詰
舎
M
H

可
草
花
出
、
詰
舎
と

n'
遅
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右
之上
趣家
万等

辰-¥'2
m 及相

耳善要
者易
あ方
b :1事
ば取
、言十
念可
度申
可事
被、

仰
付
者

也

島=

か
〈
の
如
く
幕
府
が
再
三
再
四
場
所
詰
負
人
へ
蝦
夷
の
取
扱
方
に
つ
き
て
総
連
し
た
こ
ど
は
、
椴
A

ザ
英
の
目
的

一
か
国
防
上
の
見
地
4
・
り
出
で
わ
ん
さ
は
い
へ
、
場
所
請
負
人
が
常
に
蝦
夷
を
搾
取
し
た
こ
ぜ
を
明
に
指
示
す
ゐ
も
の

で
あ
る
。
即
ら
場
所
請
負
人
は
一
方
に
於
t
は
蝦
市
内
を
搾
取
し
、
他
方
じ
於

τは
前
に
週
一
ぺ
た
る
如
く
、
知
行
主

を
搾
取
し
て
、

E
富
を
克
ち
特
た
の
で
あ
る
。
知
行
主
が
搾
取
さ
れ
た
'
』
さ
は
、
知
行
主
自
ら
相
い
穴
摘
に
外
な

ら
ぬ
か
ら
、
左
迄
省
h
u

川
、
き
で
は
な
い
が
、
蝦
夷
の
無
知
に
乗
じ
て
、
非
道
な
る
行
震
を
な
し
に
ご
ぜ
は
、
其
の

罪
決
し
て
軽
し
さ
は
い
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

...... 
J、
y:e 
'1'口

器
開

申
す
迄
も
な
く
商
業
資
本
主
義
時
代
は
商
人
資
本
の
大
に
活
躍
す
る
時
代
で
、
商
人
が
其
の
有
す
る
資
本
を
以

て
、
汎
ゆ
る
経
済
活
動
を
指
導
支
配
す
る
時
代
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
商
人
が
他
の
鰹
梼
活
動
例
へ
ば
生
産

活
動
に
入
h
込
む
経
過
を
見
る
に
、
主
ご
し
て
葉
の
資
金
の
貸
借
干
係
に
原
図
し
て
居
る
。
即
も
生
産
者
が
其
の

商
人
よ
り
融
通
さ
れ
た
る
資
金
を
逗
梼
し
得

5
る
が
た
め
に
、
己
む
を
得
令
葉
の
域
を
明
り
渡
さ
Y
る
を
得
ゴ
る

こ
す
」
に
な

h
て
、
商
人
が
終
に
生
産
者
に
化
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
経
過
は
、
以
上
越
ぺ
た
る
北
海
道
の
場
所
請

負
に
於
て
明
に
観
取
さ
れ
る
二
さ
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
此
の
場
所
請
負
に
よ
り
て
商
業
資
本
主
義
化
の
有
様
を
凡

説

事E

商
人
の
機
業
家
化

第
三
十
巻

七
七
五

第
五
披

ー且a，、



設

苑

商
人
の
漁
業
家
化

第
三
十
巻

七
七
六

第
五
披

六
四

ぞ
究
め
る
こ
さ
が
出
来
よ
う
0

・
肯
商
人
が
場
所
請
負
に
よ
り
て
漁
業
家
に
化
し
て
後
も
、
知
行
主
並
に
其
の
下
じ

於
て
使
役
せ
ら
れ
た
る
蝦
夷
を
少
か
ら
や
搾
取
し
て
、
盆
々
其
の
宮
を
増
加
し
党
。
何
が
故
じ
場
所
請
負
人
が
か

、
る
暴
威
を
振
ひ
得
た
か
さ
い
ふ
に
、
申
す
迄
も
な
〈
営
時
は
既
に
商
業
資
本
主
義
時
代
に
進
展
し
、
商
人
の
力

を
侠
た
な
け
れ
ば
、
綿
ぺ
て
の
経
隣
活
動
が
艦
管
さ
れ
得
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
商
業
資
本
主

義
時
代
進
展
に
商
人
が
範
掛
活
動
上
ド
大
仁
活
躍
し
た
こ
ご
は
、
此
の
商
人
の
漁
業
家
化
の
一
例
に
よ
り
て
も
市

吾
々
は
之
を
明
に
知
る
こ
さ
が
出
来
よ
う
。
向
以
上
の
説
遁
に
よ
り
て
明
か
で
あ
る
如
く
、
商
人
が
樫
梼
上
に
活

躍
す
る
じ
主
っ
た
『
〕
ご
は
、
徳
川
時
代
の
後
学
期
に
附
則
し
て
居
る
。
之
は
中
す
誌
も
な
く
徳
川
の
中
期
以
後
よ
り
、

我
圃
の
経
済
は
所
謂
貨
幣
鰹
癖
時
代
に
進
展
し
始
め
穴
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
を
擁
し
た
商
人
階
級
が
其
鹿
に
大
に

活
躍
し
得
た
の
で
ゐ
る
。
以
上
の
場
所
請
負
の
一
事
例
に
よ
り
て
も
、
土
地
経
済
を
基
礎
ざ
し
て
建
て
ら
れ
た
封

建
枇
曾
が
漸
次
崩
壊
し
、
支
配
階
紙
た
る
武
士
階
扱
が
商
人
階
扱
に
賭
服
し
行
く
経
過
が
明
か
に
観
収
せ
ら
れ
る

で
あ
ら
う
。


